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感染症危機は市民の生命及び健康、市民生活及び市民の社会経済活動に広く大きな被害を及ぼす

ことから、危機管理の問題として取り組む必要がある。国、府、市町村、国立健康危機管理研究機

構、研究機関、医療機関等の多様な主体が相互に連携を図り、実効的な対策を講じていくことが重

要である。 

そのため、市においては、平時から、関係機関間において緊密な連携を維持しつつ、人材の確

保・育成や実践的な訓練等を通じて対応能力を高める。また、新型インフルエンザ等の発生時に、

平時における準備を基に、迅速な情報収集・分析とリスク評価を行い、的確な政策判断とその実行

につなげていくことで、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及

び市民の社会経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする。 

 

（１）目的 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合は、事態を的確に把握し、関係機

関が連携して取組を推進することが重要である。そのため、あらかじめ、関係機関の役割を整理する

とともに、有事の際に機能する指揮命令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞ

れの役割を実現するための人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。また、研修や訓練を通じた

課題の抽出や改善、練度の向上等を図るとともに、定期的な会議の開催等を通じて関係機関間の連携

を強化する。 

 

（２）所要の対応 

1-1. 行動計画等の作成や体制整備 

① 市は、市行動計画及びマニュアルを作成するとともに、必要に応じ、変更する。 

市は、行動計画を作成又は内容を変更する際には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識

を有する者その他の学識経験者の意見を聴く。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫                                              

 

② 市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施するために必要な

人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を図るため、業務継続計画を作成し、府

等の業務継続計画との整合性に配慮しながら必要に応じて変更する。 

≪危機管理課、全部局≫ 

 

③ 市は、府が対策本部を設置したときに、速やかに市対策本部（任意設置を含む）及び医療対策

会議を立ち上げられるよう体制を整備する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

第１章 実施体制 

第３部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 

第１節 準備期（平時） 



１ 実施体制 

 

23 

 

④ 市は、新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構築のため、研修や訓練等

の実施を行うとともに、感染症対応部門と危機管理部門との連携強化や役割分担に関する調整

を行う。 

  ≪危機管理室、健康医療部（保健所）≫ 

 

⑤ 市は、府や医療機関による研修も活用しつつ、新型インフルエンザ等対策に携わる医療従

事者や専門人材、行政職員等の養成等を行う。 

   特に、国や国立健康危機管理研究機構等の研修等を積極的に活用しつつ、地域の感染症対

策の中核となる保健所の人材の確保や育成に努める。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

1-2. 関係機関との連携 

① 市は、府や指定地方公共機関と相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時から

の情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施するとともに、関係機関と情報交換等を始めとした

連携体制を構築する。 

≪健康医療部（保健所）、関係部局≫ 

 

② 市は、感染症法に基づき設置している都道府県連携協議会（大阪府感染症対策審議会感染症対

策部会）等を活用して、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査実施の

方針、情報共有の在り方等について府と協議する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

③ 市は、特定新型インフルエンザ等対策の代行や応援の具体的な運用方法について、府と事前に

調整し、着実な準備を進める。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

 ④ 市は、新型インフルエンザ等対策が速やかに実施できるよう、対策に必要となる物品等を事前

に準備しておく。 

≪関係部局≫ 

 

1-3. 府による総合調整 

市は、感染症対策の事前の体制整備や人材確保等の観点から、府が総合調整を実施する場合には、

当該総合調整に従い、相互に着実な準備を進める。 

≪健康医療部（保健所）、関係部局≫ 
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（１）目的 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合には、危機管理として事態を的

確に把握するとともに、市民の生命及び健康を保護するため、緊急かつ総合的な対応を行う必要があ

る。そのため、市は、準備期における検討等に基づき、必要に応じて市対策本部等を立ち上げ、市及

び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型インフルエンザ等対策を迅速に

実施する。 

 

（２）所要の対応 

2-1. 体制整備 

① 政府対策本部及び府対策本部が設置された場合、市は、直ちに市対策本部及び医療対策会議を

設置し、情報の集約、共有及び分析を行うとともに、基本的対処方針に基づき、新型インフルエ

ンザ等対策に係る対応方針を決定する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

② 市は、府等と連携しながら、国内外における発生動向等に関する情報収集・分析を強化し、効

果的かつ迅速に実施するとともに、速やかにリスク評価を行い、その結果を共有する。 

  ≪健康医療部（保健所）≫ 

 

③ 市は、必要な体制整備が可能となるよう、全庁的な対応を進める。 

≪危機管理課、全部局≫ 

 

④ 市は、国において、り患した場合の病状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以

下と認められる新型インフルエンザ等が発生したと判断された場合には、感染症法等に基づく

基本的な感染症対策を実施する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

⑤ 市は、国の財政支援を踏まえつつ、必要に応じて、対策に要する経費について地方債4を発行

することを検討し、所要の準備を行う。 

≪財務部、関係部局≫ 

 

2-2. 府による総合調整 

① 市は、市域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、府が総合調整を

実施する場合には、当該総合調整に従い、市域にかかる新型インフルエンザ対策を実施する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

                                                      
4 特措法第 70 条の２第１項。なお、都道府県等以外でも、新型インフルエンザ等の発生によりその財政運営に特に著しい支障が

生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村は、地方債を発行することが可能。 

第２節 初動期 
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② 新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するため、府が感染症法に基づいた入

院勧告又は入院措置その他の措置に係る総合調整を実施する場合には、市は、当該総合調整に従い措

置を行う。あわせて、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するため緊急の必要

があるとして、府から感染症法に定める入院勧告又は入院措置の指示がある場合には、市は、当該指

示に従い措置を行う。 

≪健康医療部（保健所）≫ 
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（１）目的 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等の発生から、特措法

によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束するまで、その間の病原体の変異も含め、

長期間にわたる対応も想定されることから、市及び関係機関における対策の実施体制を持続可能な

ものとすることが重要である。 

感染症危機の状況並びに市民生活及び市民の社会経済活動の状況や、各対策の実施状況に応じて

柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病原体の変異及びワクチンや

治療薬・治療法の開発・確立等の大きな状況の変化があった場合に、柔軟かつ機動的に対策を切り替

えることで、可能な限り早期に少ない影響で感染症危機に対応することをめざす。 

 

（２）所要の対応 

3-1. 体制整備・強化 

① 府は、新型インフルエンザ等対策については、専門家会議における助言等を踏まえ、府対策本

部にて方針を協議し、決定するとしている。 

市においても、収集した情報とリスク評価を踏まえて、地域の実情に応じた適切な新型インフ

ルエンザ等対策を実施する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

② 市は、初動期に引き続き、必要な体制の強化が可能となるよう、全庁的な対応を進める。 

≪危機管理課、全部局≫ 

 

 ③ 市は、医療関係団体等、地域の関係者による医療対策会議を開催し、対策の強化を図る。 

≪健康医療部（保健所）、市立豊中病院、消防局≫ 

 

④ 市は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員の心身への影響を考慮し、必要な対策を講ずる。 

≪総務部、危機管理課、健康医療部（保健所）、関係部局≫ 

 

⑤ 市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発行して財源を確

保し、必要な対策を実施する。 

≪財務部、関係部局≫ 

 

3-2. 府による総合調整 

① 市は、市域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、府が総合調整を

実施する場合には、当該総合調整に従い、市域にかかる新型インフルエンザ対策を実施する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

 

第３節 対応期 
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② 新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するため、府が総合調整を実施する

場合には、市は、当該総合調整に従い、感染症法に基づいた、入院勧告又は入院措置その他の措

置を行う。あわせて、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するため緊急の

必要があるとして、府から感染症法に定める入院勧告又は入院措置の指示がある場合には、市は、

当該指示に従い対策を実施する 。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

3-3. 緊急事態措置のための職員の派遣・応援への対応 

① 市は、緊急事態措置のための事務を実施するにあたり、その全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなったと認めるときは、府に対し、特定新型インフルエンザ等対策の事務の代行を要

請する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

② 市は、緊急事態宣言区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると

認めるときは、他の市町村又は府に対して応援を求める。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

3-4. 特措法によらない基本的な感染症対策への移行期の体制 

市は、政府対策本部及び府対策本部が廃止されたときは、遅滞なく市対策本部及び医療対策会議を

廃止する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 
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感染拡大防止を目的としつつ、状況に応じて市民生活及び市民の社会経済活動との両立を見据え

た政策上の意思決定に資するよう、体系的かつ包括的に情報収集・分析及びリスク評価を行うことが

重要である。 

そのため、市は、新型インフルエンザ等の発生前から、効率的な情報の収集・分析や提供の体制を

整備するとともに、定期的な情報収集・分析や有事に備えた情報の整理・把握手段の確保を行う。新

型インフルエンザ等の発生時には、感染症や医療の状況等の情報収集・分析及びリスク評価を実施す

るとともに、市民生活及び市民の社会経済活動に関する情報等を収集し、リスク評価を踏まえた判断

に際し考慮することで、感染症対策と社会経済活動の両立を見据えた対策の判断につなげられるよ

うにする。 

 

 

（１）目的 

感染症危機管理において、新型インフルエンザ等による公衆衛生上のリスクの把握や評価、感染症

予防や平時の準備、新型インフルエンザ等の発生の早期探知、発生後の対応等の新型インフルエンザ

等対策の決定を行う上では、情報収集・分析が重要な基礎となる。 

情報収集・分析では、新型インフルエンザ等対策の決定に寄与するため、感染症インテリジェンス

の取組として、利用可能なあらゆる情報源から体系的かつ包括的に感染症に関する情報を収集・分析

し、リスク評価を行い、政策上の意思決定及び実務上の判断に資する情報を提供する。 

情報収集・分析の対象となる情報としては、国内外の感染症の発生状況や対応状況、感染症サーベ

イランス等から得られた国内の疫学情報、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受

性等）、臨床像に関する情報等のほか、医療提供体制や人流、市民生活及び市民の社会経済活動に関

する情報、社会的影響等を含む感染症流行のリスクに関する情報が挙げられる。 

平時には、定期的に行う情報収集・分析に加えて、情報内容の整理や把握手段の確保を行う等、有

事に向けた準備を行う。 

なお、感染症サーベイランス等については、次章「サーベイランス」で具体的に記載する。 
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（２）所要の対応 

1-1. 情報収集 

① 府及び大阪健康安全基盤研究所は、感染症インテリジェンスに資する情報収集・分析の結果が

有事の際に迅速かつ効率的に集約されるよう、平時から、国や国立健康危機管理研究機構、感染

症指定医療機関、大阪公立大学大阪国際感染症研究センター（OIRCID）や大阪大学感染症総合教

育研究拠点（CiDER）等の大学・研究機関、検疫所、保健所、地方衛生研究所、市町村等との人

的・組織的ネットワークを築き、連携体制の強化を図ることとしている。 

  市は、府等の情報収集・分析の結果のうち、必要なものについては、関係機関に速やかに共有

するよう努める。 

市は、国や府、国立健康危機管理研究機構、WHO（世界保健機関）、CDC（米国疾病管理予防セ

ンター）等、国内外の機関が提供する新型インフルエンザ等に関する様々な情報を収集する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

② 市は、有事に備え、積極的疫学調査や臨床研究に資する情報の収集について、平時から体制

を整備するとともに、国及び国立健康危機管理研究機構が主導する感染症の特徴や病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究に積極的に協力する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 
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（１）目的 

初動期には、新たな感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）に関する情報

の収集・分析及びリスク評価を迅速に行う必要がある。 

感染症インテリジェンス体制を強化し、早期に探知された新たな感染症に関する情報の確認や初

期段階でのリスク評価を速やかに行い、感染症危機管理上の意思決定等に資する情報収集・分析を行

う。 

 

（２）所要の対応 

2-1. 情報収集・分析に基づくリスク評価 

① 市は、府等と連携して、新たな感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、

国内での発生状況、臨床像に関する情報、公衆衛生・医療等への影響について分析し、包括的な

リスク評価を行う。リスク評価に当たっては、準備期に構築した人的・組織的ネットワークを最

大限に活用し、府等からの情報、医療提供体制や人流等の感染症のリスクに関する情報等のほか、

感染動向に関する様々なシミュレーションの結果等の情報収集・分析に基づき、リスク評価を実

施する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

② 市は、府、大阪健康安全基盤研究所、動物衛生部門等と連携を図り、必要に応じて、国立健

康危機管理研究機構や他の都道府県等の地方衛生研究所等の協力を得ながら、地域における流

行状況の把握並びに感染源及び感染経路の究明を迅速に進める。 

また、他の都道府県等から協力の求めがあった場合は、必要な支援を積極的に行うとともに、

緊急時において、国が積極的疫学調査を実施する場合には、国と連携をとりながら必要な情報の

収集を行う。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

③ 市は、国及び国立健康危機管理研究機構が主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究に積極的に協力する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

2-2. リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 

市は、感染症法に基づき厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ等に係る発生等の公表やリスク

評価等を踏まえ、医療提供体制、検査体制、保健所等の各体制について、速やかに有事の体制に移行

することを判断し、必要な準備を行うとともに、感染症対策を迅速に判断し、実施する。 

≪総務部、危機管理課、健康医療部（保健所）、関係部局≫ 
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2-3. 情報収集・分析から得られた情報や対策の共有 

市は、国から共有される国内外からの情報収集・分析から得られた情報や対策や、府・市が収集・

分析した情報等について、関係機関に共有するとともに、必要に応じて、市民等に迅速に提供・共有

する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 
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（１）目的 

強化された感染症インテリジェンス体制により、感染拡大の防止を目的に、新型インフルエンザ等

に関する情報収集・分析及びリスク評価を行い、新型インフルエンザ等対策の決定等に資する情報収

集・分析を行う。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染拡大防止と市民生活及び市民の社会経済活動

との両立を見据えた対策の柔軟かつ機動的な切替え等の意思決定に資するよう、リスク評価を継続

的に実施する。特に対応期には、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に係る国への要請等の判断を

要する可能性があることから、医療提供体制や人流等の感染症のリスクに関する情報、市民生活及び

市民の社会経済活動に関する情報や社会的影響等については情報収集・分析を強化する。 

 

（２）所要の対応 

3-1. 情報収集・分析に基づくリスク評価 

① 市は、府等と連携して、新型インフルエンザ等の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）、国内での発生状況、臨床像に関する情報、公衆衛生・医療等への影響等について分

析し、包括的なリスク評価を行う。リスク評価に当たっては、準備期及び初動期に構築した人的・

組織的ネットワークを最大限に活用し、府等からの情報、医療提供体制や人流等の感染症のリス

クに関する情報等のほか、感染動向に関する様々なシミュレーションの結果等の情報収集・分析

に基づき実施する。 

この際、感染症危機の経過、状況の変化やこれらを踏まえた政策上の意思決定及び実務上の判

断の必要性に応じた包括的なリスク評価を実施する。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

② 市は、リスク評価に基づく感染症対策の判断に当たっては、市民生活及び市民の社会経済活動

に関する情報や社会的影響についても、府等の収集又は分析した結果を考慮する。 

 ≪危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

 

③ 市は、国及び国立健康危機管理研究機構が主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究に積極的に協力する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 
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④ 市は、感染源の推定（後ろ向き積極的疫学調査）や濃厚接触者等の同定（前向き積極的疫学調

査）を行うため、保健所において、感染者又は感染者が属する集団に対して、国立健康危機管理

研究機構が示す指針等に基づき、積極的疫学調査を行う。 

なお、流行初期以降（新型インフルエンザ等に係る発生等の公表後おおむね１か月以降）にお

いては、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況、保健所に

おける業務負荷を勘案し、国及び府が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学

調査の対象範囲や調査項目を見直す。 

             ≪健康医療部（保健所）≫ 

 

3-2. リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 

市は、府、国及び大阪健康安全基盤研究所、国立健康危機管理研究機構と連携し、リスク評価に基

づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。また、流行状況やリスク評価に基づき、柔軟かつ機動

的に感染症対策を見直し、切り替える。 

≪危機管理課、健康医療部（保健所）、関係部局≫ 

 

3-3. 情報収集・分析から得られた情報や対策の共有 

市は、国から共有される国内外からの情報収集・分析から得られた情報や対策、市及び府が収集・

分析した情報等について、関係機関に提供するとともに、必要に応じて、市民等に迅速に情報を提供・

共有する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 
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感染症危機管理上の判断に資するよう、新型インフルエンザ等の早期探知、発生動向の把握及び

リスク評価を迅速かつ適切に行うことが重要である。 

そのため、市は、府等と連携して新型インフルエンザ等の発生前からサーベイランス体制の構築

を行うとともに、感染症発生動向の把握等の平時の感染症サーベイランスを実施する。市は、新型

インフルエンザ等の発生時には、有事の感染症サーベイランスの実施及びリスク評価を実施し、感

染症対策の強化又は緩和の判断につなげられるようにする。 

 

 

（１）目的 

感染症有事に、発生の早期探知を行い、情報収集・分析及びリスク評価を迅速に行うことが重要で

ある。そのためには、平時から感染症サーベイランスの実施体制を構築し、システム等を整備するこ

とが必要である。 

このため、平時から感染症サーベイランスシステムやあらゆる情報源の活用により、感染症の異常

な発生を早期に探知するとともに、各地域の新型インフルエンザ等の発生状況、患者の発生動向の推

移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等の情報を収集する。

これらの情報を踏まえ、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

 

（２）所要の対応 

1-1. 平時に行う感染症サーベイランス 

① 市は、感染症サーベイランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエンザや新型コロ

ナ等の流行状況（病原体ゲノムサーベイランスを含む。）を迅速に把握するため、府と連携し

て、指定届出機関からの患者報告や、国立健康危機管理研究機構、大阪健康安全基盤研究所か

らの病原体の検出状況、ゲノム情報等の情報共有体制を整備する。 

   ≪健康医療部（保健所）≫ 

 

② 市は、医師から市長への届出について、迅速かつ正確な情報の集約に向けた体制を整備するた

め、一般社団法人豊中市医師会（以下「豊中市医師会」という。）や豊中市病院連絡協議会等の

関係団体等を通じて、感染症法第 12 条に規定する届出の義務について医療機関の医師に周知を

行い、病原体の提出を求めるとともに、感染症発生動向調査の重要性についての理解を求め、調

査に協力を得られる体制を整備する。 

また、市は、感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的に収集し、感

染症対策に活かすため、必要に応じて、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に対し、電磁

的方法による届出等の義務や、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある

者が入院、退院又は死亡した場合における電磁的方法による報告の義務について周知するとと

もに、その他医療機関に対しても電磁的方法による届出の活用について周知する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

第３章 サーベイランス 

第１節 準備期（平時） 
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③ 市は、平時から、季節性インフルエンザや新型コロナ等の急性呼吸器感染症について、指定

届出機関における患者の発生動向や入院患者の発生動向、こども園や学校の感染症発生状況等

の複数の情報源から市内の流行状況を把握するとともに、大阪府感染症情報センターを通じ

て、国立感染研究所にデータを送付し、全国的な流行状況の把握に寄与する。 

≪健康医療部（保健所）、こども未来部、教育委員会≫ 

 

④ 市は、国立健康危機管理研究機構等と連携し、指定届出機関からインフルエンザ患者の検体を

入手し、インフルエンザウイルスの型・亜型、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）を平時から把握するとともに、感染症サーベイランスシステムを活用し、発生状

況について共有する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

⑤ 市は、ワンヘルス・アプローチの考え方に基づき、保健所、大阪健康安全基盤研究所、動物衛

生部門及び環境衛生部門等と連携の上、家きんや豚及び野生動物のインフルエンザウイルス等

の保有状況を把握し、新型インフルエンザ等の発生を監視する。また、府等、保健所及び家畜保

健衛生所は、感染症法若しくは家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第 166 号）に基づく獣医師か

らの届出又は野鳥等に対する調査等に基づき、府内における鳥インフルエンザの発生状況等を

把握する。 

医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したおそれのある者につ

いて保健所に情報提供があった場合には、関係者間で情報共有を速やかに行う体制を整備する。 

≪環境部、健康医療部（保健所）、農業委員会≫ 

 

⑥ 市は、国や府と連携した新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じ、感染症サーベ

イランスシステムを活用した疑似症サーベイランス5による新型インフルエンザ等の早期探知の

運用の習熟を行う。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

1-2. 人材育成及び研修の実施 

市は、感染症サーベイランスに関係する人材の育成と確保を図るため、職員に対し、国等が行う研

修等への参加を働きかける。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

 

 

 

                                                      
5 感染症法第１４条第１項及び第２項の規定に基づく疑似症サーベイランスであり、都道府県から指定を受けた指定届出機関の管

理者により、五類感染症の患者（無症状病原体保有者を含む。）若しくは二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染

症の疑似症等の患者を診断し、又は五類感染症により死亡した者の死体を検案したときに届け出られる制度。 
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1-3. 分析結果の共有 

市は、国や国立健康危機管理研究機構、府等から提供される感染症の特徴や病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報等の感染症サーベイランスの分析結果に

ついて関係機関に共有するとともに、分析結果に基づく正確な情報を必要に応じて、市民等にでき

る限り分かりやすく提供・共有する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 
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（１）目的 

国内外における感染症有事の発生の際に、発生初期の段階から各地域の感染症の発生状況や発生

動向の推移を迅速かつ的確に把握し、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、

臨床像等に関する情報の収集を迅速に行う必要がある。 

初動期では、感染症サーベイランスの実施体制を強化し、早期に探知された新型インフルエンザ等

に関する情報の確認を行い、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

 

（２）所要の対応 

2-1. サーベイランス体制の強化 

市は、医師から市長への届出について、迅速かつ正確な情報の集約に向けた体制を整備するため、

豊中市医師会や豊中市病院連絡協議会等を通じて、感染症法第 12 条に規定する届出の義務について

医療機関の医師に周知を行い、病原体の提出を求めるとともに、感染症発生動向調査の重要性につい

ての理解を求め、調査に協力を得られる体制を整備する。 

また、市は、感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的に収集し、感染症

対策に活かすため、必要に応じて、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に対し、電磁的方法に

よる届出等の義務や、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者が入院、退院

又は死亡した場合における電磁的方法による報告の義務について周知するとともに、その他医療機

関に対しても電磁的方法による届出の活用について周知する。 

市は、国の方針に基づき、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報を把握するため、

医療機関に対し、退院等の届出6の提出を求める。 

 ≪健康医療部（保健所）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 感染症法第 44 条の３の６に基づく新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染症の患者（感染症法第 44 条の９第１項の規定

による準用）及び第 50 条の７に基づく新感染症の所見がある者の退院等の届出であり、厚生労働省令で定める感染症指定医療機

関の医師により、新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染症の患者及び新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したと

きに、当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県等及び厚生労働省に届け出られる制度。 
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2-2. 有事の感染症サーベイランスの開始 

市は、国の方針に基づき、準備期から実施している感染症サーベイランスを継続するとともに、国

から当該感染症の症例定義が示された場合には、速やかに疑似症サーベイランス7を開始する。 

また、国の方針に基づき、新型インフルエンザ等の患者の全数把握を始めとする患者発生サーベイ

ランス等の強化により、患者の発生動向等の迅速かつ的確な把握を強化するとともに、感染症の特徴

や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、市民の抗体保有状況等の必

要な知見を得るため、入院者数や重症者数の収集（入院サーベイランス）及び病原体ゲノムサーベイ

ランスを行う等、有事の感染症サーベイランスを開始する。 

大阪健康安全基盤研究所は、新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体

について亜型等の同定を行う。 

また、市は、疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等に係る発生等の公表前に市内

で疑似症患者が発生したことを把握した場合は、保健所において、当該者に対して積極的疫学調査及

び検体採取を実施する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

2-3. 感染症サーベイランスから得られた情報の共有 

市は、国や国立健康危機管理研究機構、府等から提供される感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報について関係機関に共有するとともに、感染

症の発生状況等や感染症対策に関する情報を、必要に応じて、市民等へ迅速に提供・共有する。 

≪健康医療部（保健所）≫ 

 

  

                                                      
7 感染症法第 14 条第７項及び第８項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受けた当該都道府県等が、二

類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものであって、当該感染症にかかった場

合の病状の程度が重篤であるものが発生したとき等に、管轄する区域内に所在する病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患

者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときに届出を求める制度。 
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（１）目的 

強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、市内の新型インフルエンザ等の発生

状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像や

治療効果、市民の抗体保有状況等に関する情報を収集し、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定

につなげる。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイランスの実施体制の検討や

見直しを行う。 

 

（２）所要の対応 

3-1. サーベイランス強化体制の実施 

市は、医師から市長への届出について、迅速かつ正確な情報の集約に向けた体制を整備するため、

豊中市医師会や豊中市病院連絡協議会等の関係団体等を通じて、感染症法第 12 条に規定する届出の

義務について医療機関の医師に周知を行い、病原体の提出を求めるとともに、感染症発生動向調査の

重要性についての理解を求め、調査に協力を得られる体制を整備する。 

また、市は、感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的に収集し、感染症

対策に活かすため、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に対し、電磁的方法による届出等の義

務や、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者が入院、退院又は死亡した場

合における電磁的方法による報告の義務について周知するとともに、その他医療機関に対しても電

磁的方法による届出の活用について周知する。 

市は、国の方針に基づき、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報を把握するため、

医療機関に対し、退院等の届出の提出を求める。 

 ≪健康医療部（保健所）≫ 

 

3-2. 有事の感染症サーベイランスの実施 

市は、市内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等について、流行状況に応じた感染症サーベイランスを

実施する。 

なお、国において、患者の全数把握から定点把握を含めた適切な感染症サーベイランスに移行する

方針が示された場合には、市においても同様の対応を行う。 

 ≪健康医療部（保健所）≫ 
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3-3. 感染症サーベイランスから得られた情報の共有 

市は、国や国立健康危機管理研究機構、府等から提供される感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報について関係機関に共有するとともに、感染

症の発生状況等について市民等に迅速に提供・共有する。 

特に新型インフルエンザ等対策の強化又は緩和を行う場合等の対応においては、リスク評価に基

づく情報を共有し、各種対策への理解・協力を得るため、可能な限り科学的根拠に基づいて市民等に

迅速に情報を提供・共有する。 

                 ≪広報戦略課、危機管理課、健康医療部（保健所）≫ 

  


